
      

 

 大和市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月１７日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市条例第４号 

大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表第１号(2)区分の欄中「（平成２７年

法律第５３号）」を削り、同号金額の欄を次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経

済産業省、国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第２号イ(2)

及びロ(2)に適合するものとして申請されたものに限る。）の場合 次に掲げる一戸

建ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル未満の一戸建ての住宅 １７，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートル以上の一戸建ての住宅 １９，０００円 

イ 一戸建ての住宅（アに該当するものを除く。）の場合 次に掲げる一戸建ての住

宅の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル未満の一戸建ての住宅 ３４，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートル以上の一戸建ての住宅 ３８，０００円 

ウ 一の建築物（一戸建ての住宅を除く。以下同じ。）の場合 当該申請に係る建築

物の部分について、次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

を合算した額 

(ｱ) 住宅部分（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号）第１１条第１項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）（基準省令第

１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合するものとして申請された建築物に係るも

のに限る。） 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ３３，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の建築

物 ５７，０００円 



      

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

建築物 １００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の建築物 １６０，０００円 

(ｲ) 住宅部分（(ｱ)に該当するものを除く。） 次に掲げる住宅部分の床面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ６９，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

建築物 １２０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

建築物 ２００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の建築物 ２８０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１１条第１項

に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。）（基準省令第１０条第１号イ(2)及び

ロ(2)（非住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合又は非住宅部分のうち増

築、改築又は修繕等をする部分が一次エネルギー消費量モデル建築物を用いる評

価方法により建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する

省令（令和４年経済産業省、国土交通省令第１号）附則第３項の一次エネルギー

消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すると認められる場合（以下

「外皮基準不適用の場合」という。）にあっては、同号ロ(2)）の評価方法により

申請された建築物に係るものに限る。） 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ８７，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の建築

物 １１０，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

建築物 １５０，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

建築物 ２４０，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

の建築物 ３１０，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未



      

 

満の建築物 ３７０，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の建築物 ４４０，０００円

 (ｴ) 非住宅部分（(ｳ)に該当するものを除く。） 次に掲げる非住宅部分の床面積の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ２３０，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の建築

物 ２９０，０００円 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

建築物 ３７０，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

建築物 ５３０，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

の建築物 ６５０，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未

満の建築物 ７７０，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の建築物 ８７０，０００円

ア 一戸建ての住宅の場合 ４，７００円 

イ 一の建築物の場合 当該申請に係る建築物の部分について、次に掲げる建築物の

部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 

(ｱ) 住宅部分 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ９，４００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の建築物 

２０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ４５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の建築物 ８１，０００円 

(ｲ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ９，４００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の建築物 

１６，０００円 



      

 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の建

築物 ２７，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ８０，０００円 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満の

建築物 １３０，０００円 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満

の建築物 １６０，０００円 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の建築物 ２００，０００円 

別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表第１号(1)中「建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省、国土交通省令第１号。以

下この表において「基準省令」という。）」を「基準省令」に改め、同(1)ア中「（法第１１

条の「非住宅部分」をいう。以下この表において同じ。）」を削り、同表第５号(1)ウ(ｱ)及

び(ｲ)中「又はイ」を「、イ又はウ」に改め、同ウを同(1)エとし、同(1)イ中「（一戸建て

の住宅を除く。以下この表において同じ。）」を削り、同イ(ｳ)中「(ｲ)」を「(ｳ)」に改め、

同イ中(ｳ)を(ｴ)とし、同イ(ｲ)中「非住宅部分の全部を工場等の用途に供する場合及び基

準省令附則第３条第２項に該当する」を「外皮基準不適用の」に改め、同イ中(ｲ)を(ｳ)と

し、同イ(ｱ)中「法第１１条第１項に規定する住宅部分をいう。ただし、共用部分（住宅

部分のうち住戸以外の部分をいう。）の審査を要しない場合にあっては、共用部分を除く。

以下この表において同じ」を「(ｱ)に該当するものを除く」に改め、同イ中(ｱ)を(ｲ)とし、

同イに(ｱ)として次のように加え、同イを同(1)ウとする。 

(ｱ) 住宅部分（共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分を除く。以下この

表において同じ。）（基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合するものとして

申請された建築物に係るものに限る。） 次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満の建築物 ３３，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の建築

物 ５７，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の建築

物 １００，０００円 



      

 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上の建築物 １６０，０００円 

 別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表第５号(1)ア中「人の居

住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ」を「ア

に該当するものを除く」に改め、同アを同(1)イとし、同(1)にアとして次のように加える。 

ア 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合するものとして申

請されたものに限る。）の場合 次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル未満の一戸建ての住宅 １７，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートル以上の一戸建ての住宅 １９，０００円 

 別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表第５号(2)ウ(ｲ)中「又

はイ」を「、イ又はウ」に改め、同表第７号ア中「第５号(1)ア」を「第５号(1)ア若しく

はイ」に改め、同号イ中「第５号(1)イ」を「第５号(1)ウ」に改め、同号ウ(ｳ)中「第５

号(1)ア若しくはイ又は同号(2)ア」を「第５号(1)ア、イ若しくはウ又は(2)ア」に改め、

同表第９号(1)ア中「第５号(1)ア」を「第５号(1)イ」に改め、同(1)イ中「第７号ア」を

「第５号(1)ア」に改め、同(1)ウ(ｱ)中「第５号(1)イ(ｱ)」を「第５号(1)ウ(ｲ)」に改め、

同ウ(ｲ)中「次に掲げる住宅部分の床面積の区分に応じ、次」を「第５号(1)ウ(ｱ)」に改

め、同(ｲ)ａからｄまでを削り、同ウ(ｳ)中「第５号(1)イ(ｲ)」を「第５号(1)ウ(ｳ)」に改

め、同ウ(ｴ)中「第５号(1)イ(ｳ)」を「第５号(1)ウ(ｴ)」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


